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野田市立北部保育所運営仕様書 

 

１ 基本条件 

 （１）児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童福祉施設の設備及び運営に関

する基準（昭和２３年１２月２９日厚生省令第６３号）、千葉県が定める

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例、その他関係法

規等を遵守し、その趣旨を十分に理解した上で運営すること。また、保

育所の運営に当たり、千葉県が実施する児童福祉法第４６条の規定によ

る保育所指導監査において使用する「保育所指導監査調書」に示されて

いる関係法令及び通知の内容を遵守すること。なお、関係法令に改正が

あった場合は、改正された内容を遵守すること。 

（２）野田市の保育行政を理解し、野田市が取り組む子育て支援施策につい

て、協力すること。 

（３）現在保育所に入所している児童については、公私連携型保育所へ移行す

るものとする。 

   なお、公私連携型保育所移行後に、野田市と公私連携保育法人が協議の

上、公私連携幼保連携型認定こども園に移行することも可能とする。 

（４）運営に関する業務については、公私連携保育法人自らが行うこと。 

（５）必要な人員が確保され、かつ保育可能と認められる場合には、特別な事

情がある場合を除き、障がい児保育を実施すること。 

（６）現在保育所で実施している諸行事等については、現在の行事を基本とす

ること。 

（７）本仕様書に定めがない事項又は本仕様書の内容を変更する場合は、野田

市と公私連携保育法人が協議の上決定するものとする。 

 

２ 定員及び保育所の名称等について 

 （１）定員は次表の年齢ごとの利用定員とする。ただし、既存保育所の建替え

を行う際は野田市と協議の上、保育需要に応じた年齢構成及び定員を設

定するものとする。 

    なお、令和７年４月１日現在の利用定員は次のとおり。 

利用定員 

（１２０人） 

０歳児 １歳児 ２歳児 

６人 １８人 ２１人 

３歳児 ４歳児 ５歳児 

２５人 ２５人 ２５人 

（２）保育所及びクラスの名称は、野田市、在園児の保護者及び公私連携保育

法人が協議の上、決定するものとする。 
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３ 施設の管理基準 

 （１）施設の開所時間及び休所日は次のとおりとする。ただし、公私連携保育

法人から開所時間を超えて運営を行う提案があった場合はこの限りでは

ない。 

保育標準時間認定者 
基本保育：午前７時から午後６時まで 

時間外保育：午後６時から午後８時まで 

保育短時間認定者 

基本保育：午前８時３０分から午後４時３０分まで 

時間外保育：午前７時から午前８時３０分まで 

  午後４時３０分から午後８時まで 

休所日 

①日曜日 

②国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日 

③１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に

掲げる日を除く。） 

（２）保育所の利用決定については、野田市が決定するものとする。 

 

４ 管理体制 

（１）保育所に次の職員を配置すること。また、必要に応じて保育補助者等の

職員を配置できるものとする。 

職種名 配置要件 備考 
所長（園長） 保育士の資格を有し、実務経験１０年以上の者 常勤かつ専任 
主任保育士 保育士の資格を有し、実務経験５年以上の者 常勤かつ専任 
保育士 保育士の資格を有する者 専任 
調理員  専任 
看護師 正看護師の資格を有する者 専任 
栄養士 栄養士又は管理栄養士の資格を有する者 他施設と兼務可 
事務員  他施設と兼務可 
嘱託医  他施設と兼務可 
嘱託歯科医  他施設と兼務可 
 （２）各年齢児クラスに担任保育士を配置すること。 

（３）保育士の採用及び配置に当たっては、低年齢児クラスに保育経験の豊富

な職員を配置する等職員配置に留意することとし、実務経験を３年以上

有する保育士が全体の３分の１を上回る配置となるよう努めること。 

（４）保育士は、児童の保育に当たり、次の配置基準に基づき配置すること。 

【保育士配置基準】 

年齢区分 保育士と児童数の対数 

０歳児 児童３名に対し保育士１名以上 

１歳児 児童６名に対し保育士１名以上 

２歳児 児童６名に対し保育士１名以上 
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３歳児 児童１５名に対し保育士１名以上 

４歳児 児童２５名に対し保育士１名以上 

５歳児 児童２５名に対し保育士１名以上 

 ※保育士配置数の計算方法は、上記の表から年齢区分ごとに必要な保育士数 

  を算出し、小数点第１位以下を切り上げ、配置する。 

（５）調理員及び栄養士は、調理業務を第三者に委託する場合、配置しないこ

とができるものとする。 

（６）職員の雇用に当たっては、市内在住者を可能な限り雇用するように努め

るとともに、物品及び役務の調達についても、可能な限り市内業者に発

注するよう努めること。 

（７）職員の異動がある場合は保育内容等に関する十分な引継ぎを行うこと。 

（８）現指定管理者が採用している非常勤職員が公私連携保育法人の定める雇

用条件で引き続き保育所での勤務を希望する場合は、優先的に雇用する

よう努めること。 

 

５ 公私連携保育法人が行う業務 

 公私連携保育法人が行う業務の範囲は「１ 基本条件」に定める内容に基づき

保育所を運営することに加え、次の業務を行うこととする。 

（１）給食及びおやつの提供に関する業務 

①給食及びおやつの提供は自園調理により行うこと。なお、調理業務につ

いては第三者へ委託することができるものとする。 

②提供する給食とおやつについては、入所児童の食物アレルギー等に十分

留意すること。 

③形態食（刻み食やミキサー食等）、宗教食等について、入所児童のニーズ

に合わせた給食を提供すること。 

（２）入所児童の健康管理に関する業務 

①野田市が作成した「保育施設における感染症対応マニュアル作成の手引

き」に基づき、本施設における感染症対策マニュアルを作成すること。 

②野田市及び市内保育施設の看護師で構成した「感染症対応ワーキンググ

ループ」の活動に協力すること。 

 （３）児童虐待の防止に関する業務 

児童虐待の防止等に関する法律（平成１２年法律第８２号）及び野田市

虐待防止条例に定める規定を遵守すること。また、「野田市児童虐待防止対

応マニュアル（保育所・幼稚園・学童保育所編）」に基づき、児童虐待の防

止及び虐待の早期発見に努め、野田市及び関係機関との連携を図ること。 

 （４）保育の質の向上に関する業務 

   ①保育所の組織性や職員の意識を高め、保育の質の向上を図るため、保育

内容の自己評価を毎年実施すること。また、外部機関による第三者評価

を３年に１回以上受審し、結果の公表を行うこと。 

   ②保護者の意見及び要望を把握し、保育の質の向上を図るため、保護者ア
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ンケートを実施し、結果の公表を行うこと。 

（５）三者協議会に関する業務 

①保育所における保育の質の確保及び運営に関する透明性を確保するた

め、野田市、在園児の保護者及び公私連携保育法人で構成される協議会

（以下、「三者協議会」という。）を設置すること。また、三者協議会の

運営について、必要な規程を整備すること。 

②公私連携保育法人が主体となり少なくとも年２回程度三者協議会を開催

すること。ただし、公私連携型保育所開所初年度については、年４回三

者協議会を開催すること。 

③三者協議会において保護者から要望を受けた場合は、誠意をもって対応

すること。 

（６）野田市こども計画に関する業務 

  ①保育所地域活動事業として、高齢者とのふれあい事業を実施すること。 

②市内小中学校と連携し、就学前の教育内容の充実及び就学前の生活環境

等について情報交換を行うこと。また、市内小中学校のキャリア教育及

び職場体験事業等に協力すること。 

③保育体験の場の提供及び児童の遊びの場を確保すること。 

④地域の子育て支援のため、野田市内に住所を有する者又は野田市内に勤

務する乳幼児の保護者からの保育に関する相談に応じ、助言を行うこ

と。 

 

６ 災害及び事故対策 

災害、事故、犯罪等が発生したときは、速やかに野田市及び関係機関に報告

するとともに、迅速に状況確認等の対応を行うこと。また、災害発生時は野田

市の求めに応じ、支援及び協力を行うよう努めること。 

 

７ 状況報告及び実地指導 

野田市は、特定教育・保育等の質の確保及び施設型給付費等の適性化を図る

ため、子ども・子育て支援法第１４条第１項の規定により、保育所の運営状況

等について、公私連携保育法人に報告若しくは文書の提出を求めることがで

き、必要に応じて保育所に立ち入り、実地指導を行うことができるものとす

る。 

 

８ 引継ぎについて 

現指定管理者から公私連携保育法人への引継ぎが必要となった場合は次のと

おりとする。 

（１）野田市と公私連携型保育所の設備及び運営に関する協定を締結した日の

翌日から令和９年３月まで継続して、保育所の行事その他運営状況の把

握等について必要な引継ぎを行うこと。また、業務引継ぎに関するスケ

ジュールを作成し、野田市へ提出すること。 
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（２）野田市、現指定管理者、公私連携保育法人の３者で少なくとも３か月に

１回程度引継ぎに関する協議及び進捗状況の確認を行うこと。 

（３）令和９年１月から３月までの３か月間、保育士等（所長、クラス担任保

育士等の予定者）を配置し、合同保育を行うこと。なお、当該人件費に

ついては、別途協議の上、野田市が負担する。 


